
 

 

 

 

令和４年１１月２９日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の退職手当に関する条例の一部改正について（概要） 

 

項目 条例 内     容 

改正の趣旨  退職手当の支給要件を緩和するため、条例の一部を改

正する。 

支給対象 第2条  育児休業に伴う臨時的任用職員に対する退職手当の

支給要件のうち、常勤職員について定められている勤務

時間以上勤務した日が 1 月につき 18 日以上とするもの

を緩和する。 

附則   公布の日から施行する旨を定める。 
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江東区職員の退職手当に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第１条（当初）】 【第１条（公布の日施行）】 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（支給対象） （支給対象） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第３号に規定する勤務形態が同項第１

号及び第２号に掲げる職員に準ずるものと

は、常時勤務を要する職員について定められ

ている勤務時間以上勤務した日（法令又は条

例若しくはこれに基づく規則（以下「規則」と

いう。）により、勤務を要しないこととされ、

又は休暇を与えられた日を含む。以下同じ。）

が１８日以上ある月が引き続いて６月を超え

るに至った者で、その超えるに至った日以後

引き続き当該勤務時間により勤務することと

されているものをいう。 

２ 前項第３号に規定する勤務形態が同項第１

号及び第２号に掲げる職員に準ずるものと

は、常時勤務を要する職員について定められ

ている勤務時間以上勤務した日（法令又は条

例若しくはこれに基づく規則（以下「規則」と

いう。）その他の規程により、勤務を要しない

こととされ、又は休暇を与えられた日を含

む。）の数（以下「勤務日数」という。）が１

８日（１か月間の日数（江東区職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成１０年３

月江東区条例第８号。以下「勤務時間条例」と

いう。）第１８条第１項の規定その他の規程に

よる週休日等（勤務時間条例第４条及び第５

条の規定による週休日、勤務時間条例第１０

条及び第１１条の規定による休日並びに勤務

時間条例第１２条第１項の規定により指定さ

れた代休日をいう。以下同じ。）に相当する日

は、算入しない。）が２０日に満たない日数の

場合にあっては、１８日から２０日と当該２

０日に満たない日数との差に相当する日数を

減じた日数。以下「職員みなし日数」という。）

以上ある月が引き続いて６月を超えるに至っ

た者で、その超えるに至った日以後引き続き

当該勤務時間により勤務することとされてい

るものをいう。 

（退職手当の支給） （退職手当の支給） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の規定による場合のほか、前条第１項

第３号に掲げる職員のその月の勤務日数（常

時勤務を要する職員について定められている

勤務時間以上勤務した日に限る。次項におい

て同じ。）が１８日に達しないこととなったと

きは、その月の末日において退職したものと

２ 前項の規定による場合のほか、前条第１項

第３号に掲げる職員のその月の勤務日数が職

員みなし日数に達しないこととなったとき

は、その月の末日において退職したものとみ

なして退職手当を支給する。 
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みなして退職手当を支給する。 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、同項

第４号に規定する再び育児休業に伴う臨時的

任用職員となった者のその月の勤務日数が１

８日に達しないこととなったときは、その月

の末日において退職したものとみなして退職

手当を支給する。 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、同項

第４号に規定する再び育児休業に伴う臨時的

任用職員となった者のその月の勤務日数が職

員みなし日数に達しないこととなったとき

は、その月の末日において退職したものとみ

なして退職手当を支給する。 

４ （略） ４ （略） 

第４条～第９条 （略） 第４条～第９条 （略） 

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間の

ある月（第１号から第８号までに掲げる期間

のある月にあっては現実に職務に従事するこ

とを要する日のあった月を除き、第９号に掲

げる期間のある月にあっては育児短時間勤務

等（地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号）その他の法律の規定

による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の

例による短時間勤務をいう。以下同じ。）の期

間以外の期間における現実に職務に従事する

ことを要する日のあった月を除く。）をいう。 

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間の

ある月（現実に職務に従事することを要する

日（次に掲げる期間（無罪の判決が確定した場

合における第２号に掲げる期間を除く。）以外

の期間における週休日等及び勤務時間条例第

１８条第１項の規定その他の規程による週休

日等に相当する日以外の日をいう。）のあった

月を除く。）をいう。 

 (1)～(7) （略）  (1)～(7) （略） 

 (8) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関

する法律その他の法律の規定による育児休

業をいう。以下同じ。）の期間 

 (8) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第１１０号）その他

の法律の規定による育児休業をいう。以下

同じ。）の期間 

 (9) 育児短時間勤務等の期間  (9) 育児短時間勤務等（地方公務員の育児休

業等に関する法律その他の法律の規定によ

る育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例

による短時間勤務をいう。以下同じ。）の期

間 

５～７ （略） ５～７ （略） 

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員

となった日の属する月から退職した日の属す

る月までの月数（第２条第１項第３号に掲げ

２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員

となった日の属する月から退職した日の属す

る月までの月数（第２条第１項第３号に掲げ
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る職員にあっては、引き続いた常時勤務を要

する職員について定められている勤務時間以

上勤務した日が１８日以上ある月の月数）に

よる。 

る職員にあっては、引き続いた勤務日数が職

員みなし日数以上ある月の月数）による。 

３～８ （略） ３～８ （略） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤

続期間をいう。この場合において、当該勤続期

間に係る職員となった日前に職員又は職員以

外の者で常時勤務を要する職員について定め

られている勤務時間以上勤務した日が１８日

以上ある月が１月以上あるもの（季節的業務

に４箇月以内の期間を定めて雇用され、又は

季節的に４箇月以内の期間を定めて雇用され

ていた者にあっては、引き続き当該所定の期

間を超えて勤務したものに限る。）であった者

（以下この項において「職員等」という。）で

あったことがあるものについては、当該職員

等であった期間を含むものとし、当該勤続期

間又は当該職員等であった期間に次の各号に

掲げる期間が含まれているときは、当該各号

に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤

続期間をいう。この場合において、当該勤続期

間に係る職員となった日前に職員又は職員以

外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある

月が１月以上あるもの（季節的業務に４か月

以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に

４か月以内の期間を定めて雇用されていた者

にあっては、引き続き当該所定の期間を超え

て勤務したものに限る。）であった者（以下こ

の項において「職員等」という。）であったこ

とがあるものについては、当該職員等であっ

た期間を含むものとし、当該勤続期間又は当

該職員等であった期間に次の各号に掲げる期

間が含まれているときは、当該各号に掲げる

期間に該当する全ての期間を除く。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

３～１４ （略） ３～１４ （略） 

第１４条～第２４条 （略） 第１４条～第２４条 （略） 
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江東区職員の退職手当に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第２条（公布の日）】 【第２条（令和５年４月１日施行）】 

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略） 

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間の

ある月（現実に職務に従事することを要する

日（次に掲げる期間（無罪の判決が確定した場

合における第２号に掲げる期間を除く。）以外

の期間における週休日等及び勤務時間条例第

１８条第１項の規定その他の規程による週休

日等に相当する日以外の日をいう。）のあった

月を除く。）をいう。 

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間の

ある月（現実に職務に従事することを要する

日（次に掲げる期間（無罪の判決が確定した場

合における第２号に掲げる期間を除く。）以外

の期間における週休日等及び勤務時間条例第

１８条第１項の規定その他の規程による週休

日等に相当する日以外の日をいう。）のあった

月を除く。）をいう。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

（加える）  (5) 高齢者部分休業（地方公務員法第２６条

の３の規定による高齢者部分休業及びその

他の規程によるこれに相当する休業をい

う。）の期間 

 (5)～(9) （略）  (6)～(10) （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

第１１条～第２４条 （略） 第１１条～第２４条 （略） 
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【江東区職員の退職手当に関する条例（令和５年 月江東区条例第 号）附則】 

現行 改正案 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、令和５年４月１日から施

行する。 

 （江東区職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例の一部改正） 

 ２ 江東区職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例（令和４年９月江東区条例第

３３号）の一部を次のように改正する。 

   第１０条第４項の改正規定を削る。 
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